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今年も色とりどりの花が
チューリップ公園に咲きほこっていました。

月号５2024

町民の動き 人口 23,606人（－73）［男 11,517人（－24）　女 12,089人（－49）］　世帯数 10,353世帯（＋13）
令和６年４月1日現在　（　）内は前月からの増減



ゴーヤ苗配布

　町内在住の中学１年生、小林泰幸くんと佐原十
郎先生（北島町少年少女発明クラブ専任指導員）
が共同で応募していた第62回徳島県発明工夫展
で、徳島新聞社賞を受賞しました。
　地球温暖化や科学を学習する上で、H2Oや
CO2などの記号をよく目にしますが、受賞作品
は、その原子・分子などを未学習の児童にも工作
により分かりやすく説明する「原子・分子モデル
工作シート」です。
　小林くんは、指導員の先生方の指導のもと５年
生から発明クラブで２年間活動しており、その成
果が実り見事受賞されました。この度は、本当に
おめでとうございました。
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　ご家庭で取組みやすい地球温暖化対策のひとつとして、
つる性植物を育てて直射日光を遮る「緑のカーテン」があ
ります。この取組みの普及のため、ゴーヤ苗を配布しま
す。なお、一人につきゴーヤ３本セットでの配布を予定し
ており、なくなり次第終了します。

と　　き　５月18日㈯　９時30分　配布開始

と こ ろ　総合庁舎西側車庫

配布対象　北島町内にお住まいの方

●７月から８月にかけて、「緑のカーテン取り組み体験談」
を募集いたします。参加者には景品も贈られますので、自
慢のゴーヤなどを育てて、ふるってご応募ください。

※詳細は、まちみらい課（☎698－9806）までお問合せ
ください。

北島町少年少女発明クラブ
新喜来　小 林 泰 幸 くん
　　　　　　　　　（中学１年）

第62回徳島県発明工夫展
徳島新聞社賞受賞

　辞任された真柴保男前農業委員に代わ
り、町長から新たに任命を受けた農業委員
が就任し、３月27日から活動を開始して
います。
　新委員は次のとおりです。
こん　　どう　　けい　　こ

近　藤　恵　子
年齢59歳
住所　北村字東蛭子86
職業　農業
就任回数　１回

北島町農業委員に新規就任
まちみらい課

役場の新人職員
　北島町の職員として、精一杯頑張ります。
　これからよろしくお願い致します！

北島町立保育所
保育士　篠田　佳歩

22024. 5　町報　きたじま　



3 町報　きたじま　2024. 5

◆公共下水道使用可能区域の拡大と助成金について
　令和６年４月１日より、下記地図の　赤色　の区域において公共下水道を利用することができるようになりまし
た。この区域内で今年９月末までに接続工事が完了し下水道に接続された場合、工事費用として最大で40万円が
助成される制度があります。（別表参照）
　また、下水道に接続された場合、土
地面積に応じて受益者負担金を納めて
いただくこととなりますが、当該区域
内で令和７年３月末までに接続工事が
完了していれば免除となります。（新築、
建替え、事業所等の場合は受益者負担
金の免除はありません）
　今回ご案内した該当区域内にお住ま
いの方は、下水道への切り替えについ
てぜひご検討ください。

◆令和６年度の下水道工事施工予定箇所について
　今年度は、下記地図の　青色線　の区域において下水道管の埋設工事を予定しております。工事中につきまして
は、付近の皆様方にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、お車の出入り等、出来る限りの配慮をさせていただき
ますので何卒、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
　ご質問等ございましたら、北島町下水道課までご連絡ください。
� 下水道課　☎698−9818

【下水道普及促進対策助成金制度概要】（別表）

供用開始日から
の 経 過 期 間

助　　成　　金　　額
現況が合併浄化槽で
下水道へ接続する場合

現況が単独浄化槽またはくみ
取りトイレを水洗トイレに改
造して下水道へ接続する場合

6ヶ月以内 20万円 40万円
6ヶ月～ 1年以内 15万円 35万円
1年～ 2年以内 10万円 30万円
2年～ 3年以内 5万円 25万円
4年目以降 なし なし
※接続工事費が助成金額に満たない場合は、工事費用額が助成限度額
となります。

令和６年度 公共下水道供用開始区域と工事施工予定箇所
下水道課からのお知らせ



　障がい者等が利用する軽自動車については、申請により軽自動車税（種別割）の減免が受けられる場合が
あります。
　希望される方は次のとおり申請してください。なお、前年度に北島町で減免を受けた方には、軽自動車税（種
別割）納税通知書と合わせて申請書類を郵送します。
　障がいの程度や、種類により減免の対象とならない場合がありますので、詳細については税務課にお問合
せください。

◆対象となる方　　①身体障がい者等が所有する軽自動車の納税義務者
　　　　　　　　　　　　②身体障がい者等が利用するための構造となっている軽自動車の納税義務者

◆申請について（※減免の対象車両は普通自動車を含めていずれか１台）
　申請期限　　5 月 24日㈮まで　※ 期限厳守　　　　場　　所　　税務課（☎698－9803）
　必要なもの
　　上記①と②に共通　・令和６年度 軽自動車税（種別割）納税通知書
　　上記①による申請　・車検証
　　　　　　　　　　　・障がい者手帳（令和６年４月１日以前に交付されたもの）
　　　　　　　　　　　・本人または生計を一にする方の運転免許証
　　　　　　　　　　　・マイナンバーカード（個人番号カード）又は通知カード（住民票と同じ住所、氏名

が記載されているものに限ります）
　　　　　　　　　　　・通院・通学・通所等の証明書
　　上記②による申請　・車両の構造の記載のある車検証（なければ、構造がわかる書類や写真など）
※自動車税（県税）の減免制度については、東部県税局自動車税庁舎（☎641－2323）へお問合せください。

令和６年度　軽自動車税（種別割）の減免申請

木造住宅耐震診断等・改修支援事業
　みなさんに自分の家の耐震状態を知っていただき、地震被害を少なくするための予防策として、
木造住宅の耐震診断等・改修支援事業をつぎのとおり実施します。
　■受 付 期 間　　 5 月16日㈭～12月16日㈪
　　　　　　　　（ただし先着順で、募集戸数になり次第、終了します）
　■補助対象者　　各事業の対象となる住宅の所有者
　■共 通 事 項　　令和７年３月14日㈮までに事業が完了するもの

　耐震診断支援事業　　　　募集15戸
■対象住宅　次の１～４の全てに該当するもの
　１．平成12年５月31日以前に着工された木造住宅
　２．在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法

で建築されたもの
　３．地上３階建てまで（併用住宅・共同住宅・長

屋・借家も含む）
　４．現在居住している又は居住する予定の住宅
■費用　無料

　補強計画支援事業　　　　募集15戸
■対象住宅　次の１～５の全てに該当するもの
　１．平成12年５月31日以前に着工された木造住宅
　２．在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法

で建築されたもの
　３．地上３階建てまで（併用住宅・共同住宅・長

屋・借家も含む）
　４．現在居住している又は居住する予定の住宅
　５．耐震診断の結果、評点が1.0未満と判定され

た住宅
■費用　無料
　　
　耐震改修支援事業　　　　　募集８戸
■対象住宅
平成12年５月31日以前に着工された木造住宅
で、耐震診断の結果、評点1.0未満と判定された
もの

■補助対象
　（必須）改修後の評点を1.0以上とする工事、高
さ1.5m以上の家具の固定、感震ブレーカーの設
置工事　等

■補助金
　補助対象経費の4/5以下かつ最大100万円
　感震ブレーカー設置費用として10万円を上乗せ

　耐震シェルター設置支援事業
　　　　　　　　　　　　　募集１戸
■対象住宅
平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
で、耐震診断の結果、評点1.0未満と判定され、
現在居住しているもの
■補助対象
　（必須）耐震シェルター又は耐震ベッドの設置、
高さ1.5m以上の家具の固定　等
■補助金
　補助対象経費の4/5以下かつ最大80万円
　（耐震ベッドの場合は最大40万円）
　
　住まいのスマート化支援事業
　　　　　　　　　　　　　募集８戸
■対象住宅
耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事
業とあわせて行うもの
■補助対象
（必須工事）ICT（情報通信技術）やAI（人工知能）を活
用した設備を設置するスマート化工事　＜例＞ スマホ連
動宅配ボックス、スマートロック、アプリ連動コンロ 等
（任意）省エネルギー化工事、バリアフリー化工事　等
■補助金
補助対象経費の2/3以下かつ最大30万円
　
　住替え支援事業　　　　　　募集２戸
■対象住宅
昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅で、
耐震診断の結果、評点0.7未満と判定されたもの
■補助対象
現在居住する住宅の全てを除却する工事
■補助金
補助対象経費の2/5以下かつ最大30万円

　各事業のお申込書類は窓口にて配布または町ホームページにてダウンロードできます。

お申込み・お問合せ先　危機情報管理課　☎698－9807

木造住宅耐震診断等・改修支援事業
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令和６年度  北島町浄化槽設置整備事業補助金
補　助　種　別 人　槽 補助限度額（円） 注１）建替、増改築等で建築確認申請を伴う場

合は、新設補助の対象となります。（住
民票の添付が必要）

注２）既設単独槽又はくみ取り槽の撤去を伴う
転換が対象です（原則）。撤去困難、有
効活用する場合はご相談ください。

注３）宅内配管補助を受ける場合、当該工事に
関して町の他の制度による補助金を受け
ていない、又は受けようとしていない方
が対象。

注４）転換の際に撤去補助を受けるには、既存
槽を完全に撤去する必要があります。

新　設 ５～ 10人槽 90,000�����

転　換
設　　置

５人槽 332,000�����
７人槽����� 414,000�
10人槽 548,000�����

宅内配管 300,000�
撤　　去 120,000�����

　　受付期間
　４月１日㈪～ 12月27日㈮
　ただし、予算がなくなり次第、受付は終了します。

　補助金交付申請の手続き
○補助金交付申請書は工事着手前に提出してくださ

い。→交付決定まで10日程度かかります。
　浄化槽工事、既設槽撤去、宅内配管の着手後に
申請をしても、補助の対象にはなりません。

○工事完了後は実績報告書の提出が必要です。令和
７年３月31日までに提出してください。
　　令和７年３月31日までに工事が完了しない場合

（使用開始できない等）、実績報告書が提出でき
ない場合は、補助金の交付ができません。

◎詳細については『北島町浄化槽設置整備事業補助
金交付要綱』に記載しています。
　　　注）補助対象外となる区域について
　下記区域は補助対象地域から除かれます。
　・グリーンタウン地域
　・公共下水道事業認可区域
　※）補助対象地域内においても専用住宅用以外等
については対象外となります。（店舗のみ、建
売り、賃貸目的などは補助対象外です）

　　　お問合せ　下水道課　
　　　　　　　　☎698−9818　FAX698−2175

注1）

注3）

注4）

注2）



木造住宅耐震診断等・改修支援事業
　みなさんに自分の家の耐震状態を知っていただき、地震被害を少なくするための予防策として、
木造住宅の耐震診断等・改修支援事業をつぎのとおり実施します。
　■受 付 期 間　　 5 月16日㈭～12月16日㈪
　　　　　　　　（ただし先着順で、募集戸数になり次第、終了します）
　■補助対象者　　各事業の対象となる住宅の所有者
　■共 通 事 項　　令和７年３月14日㈮までに事業が完了するもの

　耐震診断支援事業　　　　募集15戸
■対象住宅　次の１～４の全てに該当するもの
　１．平成12年５月31日以前に着工された木造住宅
　２．在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法

で建築されたもの
　３．地上３階建てまで（併用住宅・共同住宅・長

屋・借家も含む）
　４．現在居住している又は居住する予定の住宅
■費用　無料

　補強計画支援事業　　　　募集15戸
■対象住宅　次の１～５の全てに該当するもの
　１．平成12年５月31日以前に着工された木造住宅
　２．在来軸組構法、伝統的構法及び枠組み壁工法

で建築されたもの
　３．地上３階建てまで（併用住宅・共同住宅・長

屋・借家も含む）
　４．現在居住している又は居住する予定の住宅
　５．耐震診断の結果、評点が1.0未満と判定され

た住宅
■費用　無料
　　
　耐震改修支援事業　　　　　募集８戸
■対象住宅
平成12年５月31日以前に着工された木造住宅
で、耐震診断の結果、評点1.0未満と判定された
もの
■補助対象
　（必須）改修後の評点を1.0以上とする工事、高
さ1.5m以上の家具の固定、感震ブレーカーの設
置工事　等
■補助金
　補助対象経費の4/5以下かつ最大100万円
　感震ブレーカー設置費用として10万円を上乗せ

　耐震シェルター設置支援事業
　　　　　　　　　　　　　募集１戸
■対象住宅
平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
で、耐震診断の結果、評点1.0未満と判定され、
現在居住しているもの
■補助対象
　（必須）耐震シェルター又は耐震ベッドの設置、
高さ1.5m以上の家具の固定　等
■補助金
　補助対象経費の4/5以下かつ最大80万円
　（耐震ベッドの場合は最大40万円）
　
　住まいのスマート化支援事業
　　　　　　　　　　　　　募集８戸
■対象住宅
耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事
業とあわせて行うもの
■補助対象
（必須工事）ICT（情報通信技術）やAI（人工知能）を活
用した設備を設置するスマート化工事　＜例＞ スマホ連
動宅配ボックス、スマートロック、アプリ連動コンロ 等
（任意）省エネルギー化工事、バリアフリー化工事　等
■補助金
補助対象経費の2/3以下かつ最大30万円
　
　住替え支援事業　　　　　　募集２戸
■対象住宅
昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅で、
耐震診断の結果、評点0.7未満と判定されたもの
■補助対象
現在居住する住宅の全てを除却する工事
■補助金
補助対象経費の2/5以下かつ最大30万円

　各事業のお申込書類は窓口にて配布または町ホームページにてダウンロードできます。

お申込み・お問合せ先　危機情報管理課　☎698－9807

木造住宅耐震診断等・改修支援事業
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感震ブレーカー設置に対する補助金
　地震発生時に火災を防止するためには、一定以上の揺れを感知すると自動的に通電を止める「感震
ブレーカー」の設置が有効です。
　地震に伴う出火・延焼の防止を図るため、感震ブレーカーの設置に対する補助金を交付します。
■受 付 期 間　５月１日㈬～令和７年３月21日㈮
　　　　　　　予算件数：10件程度  ※補助金額が予算額に達し次第、受付を終了します。
■補助対象者　つぎの条件のいずれかに該当する方
　　　　　　　①本町に住宅を所有し、かつ、感震ブレーカー購入時にその住宅に住所を有し、感震ブレー

カーを設置した方（購入日から１年以内）
　　　　　　　②本町に感震ブレーカーを設置した新築住宅を所有し、かつ、その住宅に住所を有する方（購

入日から１年以内）
■補 助 金 額　感震ブレーカー１個あたりの購入及び設置にかかる費用の２分の１の額で、上限5,000円
■申 請 方 法　北島町感震ブレーカー設置補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて危機

情報管理課に提出してください。
　　　　　　　　【必要書類】①購入・設置にかかった金額を証明するもの（領収書の原本等）
　　　　　　　　　　　　　　②感震ブレーカー設置後の写真
■感震ブレーカーの種類や効果は、こちらで確認できます　
■補助金は、１住宅あたり感震ブレーカー１個までが対象で、１世帯１回限りです。
　お申込書類は窓口にて配布または町ホームページにてダウンロードできます。

　お申込み・お問合せ先　危機情報管理課　☎698－9807

　地震などによるブロック塀等の倒壊によって、人的被害や避難・消火活動の妨げとなることを未然
に防ぐため、避難路沿道等に面する危険なブロック塀等を撤去・建替えする費用を補助します。
■受 付 期 間　５月23日㈭～12月16日㈪
　　　　　　　予算件数：10件程度
　　　　　　　（補助金額が予算額に達し次第、受付を終了します）
■補助対象者　補助対象ブロック塀の所有者または管理者（個人）
■共 通 事 項　令和７年３月14日㈮までに事業が完了するもの
■補助対象のブロック塀等
　　　　　　　避難路沿道・避難地等に面した北島町内の危険なブロック塀等
　　　　　　　（点検表により点検を行った結果、安全対策が必要と判断されたものに限る）
■補 助 要 件　・道路等に面するブロック塀をすべて撤去すること
　　　　　　　・町の交付決定後に事業に着手すること
　　　　　　　・建築業者又は解体業者が工事を行うこと
　　　　　　　・転換事業（軽量なフェンス等への転換）は、撤去事業に引き続いて行うこと
　　　　　　　・危険なブロック塀等の撤去後に、道路等からの高さが40cm（基礎部分を含む）を超えるブ

ロック塀を新たに設置しないこと
※前面道路の幅員が４m未満の場合、道路中心線から２mの位置まで敷地を後退させてからフェンス等を設置
　（セットバック）しなければならない場合があります（建築基準法第42条第２項）。事前にご確認ください。
■補 助 金 額　【撤去事業】補助対象工事費の2/3（上限 66,000円）
　　　　　　　【転換事業】補助対象工事費の2/3（上限266,000円）
　　　　　　　※各事業とも、1mあたりの基準額が設けられます。
　各事業のお申込書類は窓口にて配布または町ホームページにてダウンロードできます。

お申込み・お問合せ先　危機情報管理課　☎698－9807 

危険ブロック塀等安全対策支援事業家具転倒防止対策推進事業補助金
　地震が発生した際、揺れによって家具等が倒れると、大きな怪我をするだけでなく、
倒れた家具が避難の妨げになる場合もあります。
　北島町では、高齢者等の要配慮者を対象に、家具転倒防止器具等の設置に対する補助
金を交付します。

■　受 付 期 間　　５月１日㈬～令和７年３月21日㈮
　　　　　　　　予算件数：20件程度  ※補助金額が予算額に達し次第、受付を終了します。

■　補助対象者　　北島町内に居住し、かつ、次の条件のいずれかに該当する世帯
　　　　　　　　①満65歳以上の者のみで構成する世帯
　　　　　　　　②介護保険法第７条第１項に規定する要介護状態区分が要介護３、要介護４及び要介護

５に該当する者を含む世帯
　　　　　　　　③身体障害者福祉法施行規則第５条第３項に規定する障害の級別が１級または２級に該

当する者を含む世帯
　　　　　　　　④徳島県療育手帳交付要綱第４条第２項第２号に規定する障害の程度が「Ａ」に該当す

る者を含む世帯
　　　　　　　　⑤精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉

手帳の１級に該当する者を含む世帯
　　　　　　　　⑥町等の生活支援を受けている難病患者を含む世帯
　　　　　　　　⑦その他町長が特に必要と認める世帯

■　補助対象の経費　　家具転倒防止器具の取付け等に要する経費。ただし、町内に事業所を有する法人ま
たは個人事業主（施工業者）により設置されたものに限る。

■　補 助 金 額　　補助対象の経費に該当する費用で１世帯につき上限6,800円

■　申 請 方 法　　次の申請書等に必要事項を記入のうえ、危機情報管理課に提出してください。
　　　　　　　　【必要書類】 ① 交付申請書（様式第１号）
　　　　　　　　　　　　　　 ② 確約書（様式第２号）
　　　　　　　　　　　　　　 ③ 承諾書（様式第３号）
　　　　　　　　※③については、対象者が居住している住宅が借家の場合のみ提出（住宅の賃貸人によ
　　　　　　　　　る記載が必要）

■　補助金の交付は、１世帯につき１回限りです。
また、家具転倒防止器具の取付け作業については、上記の補助申請を町に対して行い、町からの補助
金交付決定通知が届いてから行ってください。

申込書類は窓口にて配布または町ホームページにてダウンロードできます。
お申込み・お問合せ先　危機情報管理課　☎698－9807
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家具転倒防止対策推進事業補助金
　地震が発生した際、揺れによって家具等が倒れると、大きな怪我をするだけでなく、
倒れた家具が避難の妨げになる場合もあります。
　北島町では、高齢者等の要配慮者を対象に、家具転倒防止器具等の設置に対する補助
金を交付します。

■　受 付 期 間　　５月１日㈬～令和７年３月21日㈮
　　　　　　　　予算件数：20件程度  ※補助金額が予算額に達し次第、受付を終了します。

■　補助対象者　　北島町内に居住し、かつ、次の条件のいずれかに該当する世帯
　　　　　　　　①満65歳以上の者のみで構成する世帯
　　　　　　　　②介護保険法第７条第１項に規定する要介護状態区分が要介護３、要介護４及び要介護

５に該当する者を含む世帯
　　　　　　　　③身体障害者福祉法施行規則第５条第３項に規定する障害の級別が１級または２級に該

当する者を含む世帯
　　　　　　　　④徳島県療育手帳交付要綱第４条第２項第２号に規定する障害の程度が「Ａ」に該当す

る者を含む世帯
　　　　　　　　⑤精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉

手帳の１級に該当する者を含む世帯
　　　　　　　　⑥町等の生活支援を受けている難病患者を含む世帯
　　　　　　　　⑦その他町長が特に必要と認める世帯

■　補助対象の経費　　家具転倒防止器具の取付け等に要する経費。ただし、町内に事業所を有する法人ま
たは個人事業主（施工業者）により設置されたものに限る。

■　補 助 金 額　　補助対象の経費に該当する費用で１世帯につき上限6,800円

■　申 請 方 法　　次の申請書等に必要事項を記入のうえ、危機情報管理課に提出してください。
　　　　　　　　【必要書類】 ① 交付申請書（様式第１号）
　　　　　　　　　　　　　　 ② 確約書（様式第２号）
　　　　　　　　　　　　　　 ③ 承諾書（様式第３号）
　　　　　　　　※③については、対象者が居住している住宅が借家の場合のみ提出（住宅の賃貸人によ
　　　　　　　　　る記載が必要）

■　補助金の交付は、１世帯につき１回限りです。
また、家具転倒防止器具の取付け作業については、上記の補助申請を町に対して行い、町からの補助
金交付決定通知が届いてから行ってください。

申込書類は窓口にて配布または町ホームページにてダウンロードできます。
お申込み・お問合せ先　危機情報管理課　☎698－9807
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  清掃センター
TEL698−4052　FAX698−7450

　一般廃棄物の収集・運搬、焼却施設の運転管理
　容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、集積所管理
所　　長　　藤田　浩章　　係　　長　　栃澤　裕史
主　　任　　中野　　浩　　主　　任　　亀田　卓洋
主　　任　　浅野　　稔　　主　　任　　谷岸　勝吉
主　　任　　髙橋　　宏　　主　　任　　山田　幸生
主　　任　　新　　裕史　　主　　任　　前田　孝徳
主　　任　　灰田　憲司　　主　　任　　佐藤　純一
主　　任　　増田　直人　　主　　任　　梅川　健一
主　　任　　上藤　利博� （会計年度任用職員��17人）

  建　設　課
TEL698−9808　FAX698−2175

　道路・橋梁・河川・公園の建設管理、都市計画、土地開発公社
　課　　長　　片岡　　学　　課長補佐　　松浦　弘典
係　　長　　佐藤　真也　　主　　任　　朝野　　亮
主　　任　　矢野　良英　　主　　事　　津川　奈緒
主　　事　　梯　　圭吾� （会計年度任用職員��１人）

  下 水 道 課
TEL698−9818　FAX698−2175

　下水道事業、浄化槽
課　　長　　樫原　達也　　課長補佐　　井上　雅文
課長補佐　　大藤　泰彦　　主　　査　　印藤明日香
� （会計年度任用職員��１人）

  クリーンセンター
TEL698−8691　FAX698−3968

　水質及び汚濁の検査、施設運転維持管理
　下水処理場維持管理、し尿収集許可業者指導
所　　長
(兼　務)　　樫原　達也　　所長補佐　　金磯　秀樹
副 主 任
（再任用職員）　　中田　浩文�
�

（会計年度任用職員��２人）

  出　納　室
TEL698−9809　FAX698−8494

　収入及び支出、現金の出納・管理
　現金及び財産の記録保管、決算の調整、指定金融機関
会計管理
者兼室長　　福井美穂子　　副 主 任（再任用職員）　　水野　和代
主　　事　　長谷川　唯
　
  水　道　課

TEL698−9810　FAX698−0461
　取水、送水、配水計画、水質・浄水場管理
　給配水工事、漏水調査
課　　長　　上野　清志　　課長補佐　　廣瀬　晃代
課長補佐　　三好　征治　　主　　査　　川村　泰弘
主　　査　　大塚かおり　　主　　事　　村上　　尚
� （会計年度任用職員��５人）　　　　

  議会事務局/監査委員事務局
TEL698−9811　FAX698−2176

　町議会全般、監査事務
局　　長　　那須　桂子　　書　　記　　三木　玲子
� （会計年度任用職員��１人）

  教育委員会事務局
TEL698−9812　FAX698−1121

　教育委員会、学校教育、施設整備、就学援助
　生涯学習、人権教育、文化財、スポーツ協会
　子ども会、スポーツ推進委員会、スポーツ少年団
局　　長　　粟田　洋美　　局長補佐　　武市　芳美
局長補佐　　石田　克夫　　主　　査　　平野奈緒子
係　　長　　伊月　貴史　　係　　長　　小綿希実子
係　　長　　檜　　雄介　　主　　事　　品山　実保
� （会計年度任用職員��５人）

  図書館・創世ホール
TEL698−1100　FAX698−1180

　図書・資料保存、貸出、ホール事業の企画実施
　施設の利用、管理
館　　長　　亀井三恵子　　館長補佐　　堀　真結子
館長補佐　　山田佳代子　　副 主 任

（再任用職員）　　向井久美子
主　　事　　花面　颯大� （会計年度任用職員��６人）

  給食センター
TEL698−2601　FAX698−9696

　物資発注、献立作成、栄養指導
所　　長　　佐野　広行　　管理栄養士　　椎野　明穂

  北島南幼稚園
TEL・FAX698−3573

園　　長　　河島　恵子　　園長補佐　　藤田真由美
教諭（主任）　　浅野　真理　　教　　諭(副主任)　　安藤ときわ
教　　諭
(副主任)　　矢野由佳梨　　教　　諭　　宮川　千秋
教　　諭　　大西　菜美　　教　　諭　　池田　美妃
教　　諭　　渡　　佳子� （会計年度任用職員��６人）

  北島幼稚園
TEL・FAX698−3572

園　　長　　栗本佐知子　　教　　諭　　森　　奈美
教　　諭　　坂口　菜央　　教　　諭　　若松　里奈
教　　諭　　今岡　愛佳　　教　　諭　　東　　　歩
教　　諭　　喜馬　奈緒　　教　　諭　　尾崎　伶奈
教　　諭　　山田　泰雅

�
（会計年度任用職員��８人）

  北島北幼稚園
TEL・FAX698−3571

園　　長　　原田　佳美　　教　　諭(副主任)　　森本　敬美
教　　諭
(副主任)　　阿部　裕美　　教　　諭　　三宅　茉由
教　　諭　　金子　美咲� （会計年度任用職員��７人）

その他配属の会計年度任用職員数35名
※会計年度任用職員は通年雇用の人数を記載しています。

（令和６年４月１日現在）北 島 町 組 織 表北 島 町 組 織 表

町  長　古川　保博　　副町長　藤本　宏　　教育長　天羽　俊夫
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  総 　務　課
TEL698−9801　FAX698−3642

　財政計画、普通財産管理、議会、職員の任用
　服務、広報、国際交流、情報公開
課　　長　　藤髙　繁利　　主 幹 兼

課長補佐　　坂東　真美
係　　長　　宮本　友紀　　係　　長　　松永憲資郎
係　　長　　杉本　航平　　主　　事　　梶　　康平
主　　事　　元木美菜子　　主　　事　　篠原　隆佑
行財政改革推進室（総務課兼務）
� TEL698−9813　FAX698−3642
　行財政運営計画、公共施設等総合管理計画
　DXに係る総合的な企画・調整
　デジタル田園都市国家基本構想の推進
室　　長　　藤髙　繁利　　係　　長　　松永憲資郎
係　　長　　杉本　航平� （会計年度任用職員��５人）

  危機情報管理課
TEL698−9807　FAX698−3642

　電算管理、消防防災、交通安全、統計
課　　長　　大西　　徹　　主　　査　　平尾　和之
係　　長　　新居　大輔　　係　　長　　徳永　沙智
主　　事　　佐藤　俊作　　�

  税　務　課
TEL698−9803　FAX698−8494

　町県民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税
　軽自動車税、町たばこ税
課　　長　　飯坂　桂司　　課長補佐　　山田謙一郎
課長補佐　　神原　有加　　係　　長　　田村浩一郎
係　　長　　岡田　慎也　　係　　長　　喜田　慎也
係　　長　　河野　剛士　　係　　長　　福島　良輔
主　　事　　佐々木　渉　　主　　事　　林　　美慧
主　　事　　巻島　大輝　　　　

  住　民　課
TEL698−9804　FAX698−8494

　戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、在留関連事務
　人権、選挙、国民年金
課　　長　　藤田　久美　　課長補佐　　横山真理子
課長補佐　　髙橋みゆき　　主　　査　　弘永　怜也
係　　長　　小川久美子　　係　　長　　勢井　紗希
主　　事　　池田　知世　　主　　事　　吉田　　愛
� （会計年度任用職員��２人）

  社会福祉課
TEL698−9802　FAX698−8494

　社会福祉、民生・児童委員、生活保護
　障がい者（児）福祉・重度医療、高齢者福祉
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主　　査　　粟田　友也　　係　　長　　栄　　礼司
主　　事　　高野　晶子　　主　　事　　笠井　涼子
� （会計年度任用職員��１人）

  健康保険課
TEL698−9805　FAX698−8494

　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険
　介護保険料（第１号被保険者分）、町民の健康増進
　成人の検診
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（令和６年４月１日現在）北 島 町 組 織 表北 島 町 組 織 表

町  長　古川　保博　　副町長　藤本　宏　　教育長　天羽　俊夫



令和６年度  後期高齢者健康診査
　後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の
早期発見や重症化の予防のため、健康診査を実施します。
　「健康診査受診券」が届いた方は、必ず受診しましょう。

  対　象　者　　
※長期入院、施設入所等の方及び令和６年 10月以降に後期高齢者医療制度に加入の方は、対象外です。
１　申込みをしなくても受診券が届く方
①　令和５年 10月１日から令和６年９月 30日までの新規加入者（75歳になった方など）
　　※令和６年 10月１日以降に後期高齢者医療制度に加入予定の方は、加入前の健康保険の特定健診を受診してください。
　　　（市町村国保の場合は、受診券の有効期限を確認して、期限内に受診してください）。
②　昭和 20年４月生まれの方から昭和 23年９月生まれの方
③　令和５年度に後期高齢者健康診査受診券で健診を受診された方
　　※広域連合が受診を確認できた方に限ります。
④　生活習慣病と診断されていない方
　　※生活習慣病とは、生活習慣が発症原因に深く関わっていると考えられる病気で、糖尿病、高血圧性疾患、脂質異常症、

虚血性心疾患、その他心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化、その他脳血管疾患、動脈硬化等があります。
　２　申込みにより受診券が届く方
　上記１以外の方で受診を希望する方
　【申込期間】６月中旬から 12月６日㈮まで
　【申 込 先】健康保険課窓口に備付けの健康診査申込書でお申込みください。

  受診券送付時期　　７月上旬から12月13日㈮まで（加入時期や申込時期に応じて送付）
  受 診 費 用　　無料
  受 診 期 間　　「健康診査受診券」を受け取られたときから令和６年 12月末まで
  健 診 項 目　　身体計測、血圧測定、血液検査（貧血検査含む）、尿検査、心電図検査、眼底検査
　　　　　　　　　※市町村国保の特定健診と同じ項目です。
　　　　　　　　　※眼底検査は、医師の判断により検査が必要な方のみ実施します。
　　　　　　　　　※がん検診は、別途、健康保険課へお問合せください。

  予　　　約　　受診する医療機関に事前予約が必要
  持参するもの　　健康診査受診券・後期高齢者の質問票（受診券に同封しています）・被保険者証等

●北島町　健康保険課
　　☎698－9805

●徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課
　　徳島市川内町平石若松78番地１　☎677－3666お問合せ先

令和６年度  後期高齢者健康診査

令和６年６月１日から入院時の食事代が変わります
後期高齢者医療の被保険者の方へ

体 力 測 定 会
　加齢とともに心身の機能が低下し、「健康」と「要介護」の中間の状態にあることを「フレイル（虚
弱）」といいます。フレイルは運動機能の低下や、閉じこもり、認知機能の低下などの要因が重なって引
き起こされます。フレイルを予防するためには、運動・栄養・社会参加の３つを意識して、日頃の生活を
見直していくことが大切です。
　この機会に、ご自身の体力を確認し、フレイル予防に一緒に取り組んでみませんか？皆さま、どうぞお
誘い合わせのうえ、お申込みください。
　
日　程：５月24日㈮
時　間：右記の時間からお選びいただきご予約ください。
　　　　各時間の定員は15名（先着順）
場　所：北島町役場　７階大ホール
内　容：体力測定（筋力・柔軟性など）
　　　　InBody（体成分分析装置）を使用した部位別筋肉量等の測定
　　　　理学療法士による結果説明、運動指導
対　象：北島町民の方
　　　　　※持病で運動制限のある方は主治医と相談のもとご参加ください。
　　【申込み】お電話もしくは二次元コードから
　北島町地域包括支援センター　☎698－8951
　５月１日㈬から応募開始　※５月17日㈮までにお申込みください
　お申込みの際に
　①名前 ②生年月日 ③住所 ④連絡先 ⑤ご希望の時間帯をお伝えください。

参加
無料

①　　９：00

②　10：30

③　13：15

④　14：30

　日ごろから北島町のまちづくりにご理解・ご協力
をいただき、誠にありがとうございます。
　北島町では、町民の皆さん一人ひとりにとって暮
らしやすく、魅力的なまちを実現するため、新しい
「総合戦略」づくりを進めています。「総合戦略」は
町民の皆さんとともにつくりあげることをめざして
おり、皆さんの想いを踏まえた内容とするべく、こ
のたびワークショップを開催することとなりました。
　ワークショップとは参加者間の対話を通じて、あ
るテーマに対するアイデアを皆で考えていくもので、
今回は『北島町のありたい姿』をテーマに実施しま
す。どなたでも発言しやすいように対話促進カード
を活用し、カードに書かれているお題に沿って楽し
く話し合いながら進めていきますので、ぜひ多くの
方に気軽な気持ちでご参加いただけたらと思います。
高校生・大学生の方のご参加も大歓迎です！
　なお、事前申込制のため、右記をご確認のうえお
電話もしくはインターネットでお申し込みをお願い
します。

まちづくりワークショップの参加者を募集します
～誰もが主役のまちづくりの実現に向け、皆さんの想いを聞かせてください～

　ワークショップについて
対象の方：町内にお住まい、もしくは町内の事業

所にお勤めの方
開催日時：次の２日程よりご予定に合わせてお選

びください。
　【日程１】６月２日㈰　14時～17時
　【日程２】６月14日㈮　18時30分～21時30分
開催場所：交流スペース「よんくる」
　　　　　住所　北島町鯛浜字中須4－2
募集人数：各日程30名（先着順）
募集期間：各日程開催１週間前まで受付

　参加申込方法
　総務課（☎698－9813）まで
お電話、もしくは右の二次元コー
ドからインターネットでお申し込
みください。
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〇入院した時の食事代（１食あたり）

所得区分 令和６年５月
31日まで

令和６年６月
１日から

① 一般・現役並み所得者 460円 490円

② ③④のいずれにも該当しない指定難
病患者 260円 280円

③ 低所得Ⅱ

90日以内の入院（過去
12か月の入院日数） 210円 230円

90日を超える入院（過去
12か月の入院日数）※ 160円 180円

④ 低所得Ⅰ 100円 110円
※低所得Ⅱの方で「90日を超える入院」は、事前に認定申請をして長期入院該当
の認定を受けていないと適用されません。

〇療養病床に入院した時の食事代（１食あたり）

所得区分 令和６年５月
31日まで

令和６年６月
１日から

一般・現役並み所得者 460円※������������������
（420円）

��490円※�����������������
（450円）

低所得Ⅱ 210円 230円
低所得Ⅰ 130円 140円
低所得Ⅰ

(老齢福祉年金受給者) 100円 110円

※保険医療機関の施設基準等により、（　）内の場合もあります。



ゴミのポイ捨てはやめましょう（活動紹介）ゴミのポイ捨てはやめましょう（活動紹介）

子宮頸がん・乳がんは早期発見・早期治療で 90％以上が治る といわれています。
　北島町では、20歳以上の女性には子宮頸がん検診を、40歳以上の女性には乳がん検診を、
隔年で実施しています。
（令和６年度に各検診の対象かどうかは、令和６年４月にお送りした青色の受診券でご確認いただけます）
　定期的に受診し、早期発見・早期治療に移れるようにしましょう。

子宮頸がん
20代から子宮頸がん罹患率が
急増します!!
①20～30歳代の罹患率が増加
②初期はほとんど自覚症状なし
③若い年代で子宮頸がんにかかる方は、
　20年前に比べて２～３倍

原因：ヒトパピローマウイルス、性交渉
※性交経験のある女性の過半数が生涯で感染

乳がん
女性がかかるがんで
最も多いがんです!!
①日本人女性がかかる罹患率が、がんの
　中で最も高く年々増加
②毎年９万人以上が新たに乳がんにかかる
③生涯で乳がんにかかる割合は９人に１人

おもなリスク要因
・初経年齢が早い　・閉経年齢が遅い　・出産歴がない
・初産年齢が遅い　・授乳歴がない　　・閉経後の肥満
・飲酒習慣　　　　・一親等の乳がんの家族歴
・良性乳腺疾患の既往歴

なぜがん検診が必要？

若い世代で急増中！
早めに定期的な検診を！

子宮頸がん検診・乳がん検診
受診していますか？

必ず、お手持ちの受診券
と今月の折り込みチラシ
をご確認ください！

＜受診券＞

「にこふわ」子育て応援情報
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在
宅
当
番
医
割
出
表

５月３日（金・祝）～５日㈰ 北島町 きたじま田岡病院 698−1234

５月６日（月・祝） 北島町 田根内科 698−0123

５月12日㈰ 北島町 新居内科 698−8808

５月19日㈰ 北島町 北島こどもクリニック 697−2221

５月26日㈰ 北島町 いのもと眼科内科 698−8887

急に在宅当番医が変わること
があります。
もし、病院に連絡がつかない
場合は、板野東部消防本部
（☎698−9119）にご連絡く
ださい。



ゴミのポイ捨てはやめましょう（活動紹介）ゴミのポイ捨てはやめましょう（活動紹介）

「 にこふわ」子育て応援情報
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子育て支援課　☎698−8909

　子育て世代包括支援センター「にこふわ」では、安心して妊娠・出産・育児ができるように、保健師・管理
栄養士・保育士・助産師が個別の育児相談（随時対応）や教室等を行っています。
※「にこふわ」（愛称の意味・愛称に込めた思い：悩みを相談できたら、にこにこ笑顔でふわっと気持ちが明るくなるように）

～ ５月の教室・相談 ～　※要予約
�

～４月１日からショートステイ型産後ケア事業を開始～
　ショートステイ型産後ケア事業とは支援を必要とする産後１年以内のお母さんと赤ちゃんが、町が委託
した医療機関等で宿泊（ショートステイ）し、心身のケアや育児のサポートが受けられる、産後の生活を
支援する事業です。回数は、最大７泊（回）まで。　　　※詳しくは、右記の２次元コードで確認ください。→

事　業　名 対　　　象 時　　間 ５月
ふれあい遊び教室 妊婦さんと１歳半までの

お子さんをもつ保護者
偶数月：10時～ 11時30分
奇数月：13時30分～ 15時 17日㈮

セルフケア教室
with�ベビー

妊婦さんと１歳半までの
お子さんをもつ保護者

偶数月：10時～ 11時30分
奇数月：13時30分～ 15時 30日㈭

助産師による
母乳相談

妊婦さんと子育て中の保
護者

①13時～ 14時
②14時～ 15時
③15時～ 16時
④16時～ 17時

７日㈫
27日㈪

楽育（抱っこ）教室 妊婦さんと子育て中の保
護者

偶数月：10時～ 11時30分
奇数月：13時30分～ 15時 14日㈫

ことばの発達
応援教室

１歳半～３歳半のお子さ
んと保護者 ９時30分～ 12時 16日㈭

　北島町内では有志による清掃活動が各所で行われ、きれ
いな町が維持されています。しかしながら、空き缶やマス
ク、たばこの吸い殻などのポイ捨ては後を絶たず、まちみ
らい課に苦情が寄せられているのも現実です。
　そんな中、個人で清掃活動に取り組む小学2年生から、
まちみらい課に質問が寄せられました。
　その内容は、
「ゴミを拾っても、翌週にはまたゴミが落ちていて、なく
なりません。どうすれば良いですか？」
というものでした。
　市内の小学校に通う花菜（はな）さんは、自宅でカブト
ムシやクワガタムシを年間通じて育てるほど虫が大好き。
ある日、歩道の植え込みの中にゴミが捨てられているのを
目にしたとき、「ダンゴムシのお家がゴミで埋まっている」
と感じたことから、清掃活動を開始しました。
　活動内容を自主的に画用紙にまとめ「ゴミ拾いは町がき
れいになるから楽しい」と話す花菜さんは、週１回以上
の活動を約1年間続けていますが、ゴミはなくなりません。
ゴミを拾っている最中に空き缶を捨てられたこともあった
といいます。
　それでも、花菜さんの活動を見かけた人から感謝の言葉
をかけられるなど、地道な活動は確実に周囲に認知され影

響を与えています。
　花菜さんの資料には
『大好きな町がきれい
になりますように』『大
好きな町の草や生きも
のがげんきにくらせま
すように』との願いが
書かれています。
　一人ひとりが花菜さ
んのような気持ちを
もって、自らの行動を
見つめ直すことが、冒
頭の質問に対する答え
になるのではないで
しょうか。

※ゴミのポイ捨ては周辺環境を悪化さ
せ、野生生物の命を奪い、火事や交
通事故など重大事故を引き起こす原
因となる場合もあります。清潔で住
みやすい環境づくりにご協力をお願
いします。

作成した資料を手に笑顔の花菜さん

花菜さんの作品はご
家族の許可を得て北
島町ホームページで
公開しています

【申込み方法】
徳島県電子申請サービス
（下記の２次元コード）
または電話
電話：698−8909
　　　（子育て支援課）

【申込み〆切】
教室開催日の前日23時まで
※当日キャンセルする場合は子育て支援
課にお電話ください。
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テ
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セ
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求
職
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向
け
職
業
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練
　受
講
生
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６
ヵ
月
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ー
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訓
練
期
間
：
７
月
１
日
㈪
〜
12
月
26

日
㈭
〕
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溶
接
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く
り
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業
実
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付
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電
気
設
備
技
術
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フ
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ム
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７
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練
期
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７
月
１
日
㈪
〜
令
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７
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１
月
31
日
㈮
〕

　
６
カ
月
コ
ー
ス
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前
に
１
カ
月
の
導
入

講
習
を
受
講
し
て
い
た
だ
き
ま
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。
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Ｃ
Ａ
Ｄ
機
械
科

・
住
環
境
計
画
科

対
象
者
　
公
共
職
業
安
定
所
に
求
職
の

申
込
み
を
し
て
い
る
方
な
ど
（
入
所
選

考
あ
り
）

受
講
料
　
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
必
要
）

募
集
期
間
　
５
月
８
日
㈬
〜
６
月
３
日
㈪

申
込
先
　
住
所
を
所
管
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

お
問
合
せ

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
徳
島
　

☎
６
５
４―

５
１
０
２
ま
で
。

（
土
日
祝
を
除
く
、
平
日
９
時
〜
17
時
）

募
集
訓
練
科

生
き
が
い
講
座
発
表
会

囲
碁
大
会

将
棋
大
会

　毎日の生活で「疲れたなぁ～」って思うこ
とや心配なこと、怒ったり・笑ったりいろい
ろな気持ちがあります。同じ立場の人同士で
おしゃべりすると気持ちが「フッ」と楽に
なったり、「スッキリ」して前向きになれた
り♪このピアサポート（仲間どうしの支えあ
い）の力を活かして、「家族支援ワーク
ショップ・おしゃべり会」を開催します。

一緒に暮らす家族にも
　　　　支援が必要な時もあります。
はじめてでも大丈夫！
自分のために時間をつくってみませんか？

開催日時　10時30分から12時まで

　　　　６月18日㈫　　９月３日㈫　
　　　　10月22日㈫　　11月26日㈫

開催場所　北島町老人福祉センター
参加対象　障がい児（者）の親・家族
　　　　　興味のある方どなたでも
参 加 費　無　料
講　　師　徳島県手をつなぐ育成会　市町村の会　おしゃべり隊
　　　　　　ファシリテーター　福井　公子 氏
申 込 先　前日までにお名前・ご連絡先を北島町社会福祉協議会

へお知らせください。
備考：全日本育成会が開発した「家族支援ワークショップ」プロ

グラムを活用します。

家族支援ワークショップ・
おしゃべり会

令
和
６
年
度

児
童
館

ア
ル
バ
イ
ト
職
員

募集

●場 所● 北島町老人福祉センター 集会室
●対 象● 町内在住の６５歳以上の方
●定 員● 各クラス 先着１２名

（AクラスもBクラスも同じ内容です。)

スマホ教室開催!!無料
北
島
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　か
ら
の
お
知
ら
せ

社
会
福
祉
法
人

お問合せ・申込先
☎698－8910
FAX698－8921

申し込みは... 5月1日(水)から、北島町社会福祉協議会で受付

講習はひとり１台、デモ機をお貸しします。

終了後、質問タイムを設けます！
操作方法など... 分からないことがあればお聞きください♪

1
日
目

基本操作
◆マップ・カメラを使ってみよう
◆Googleレンズ・音声操作の方法

2
日
目

基本操作＋α ◆Googleレンズ（QRコード）の使い方
◆YouTubeを見てみよう

3
日
目

LINE操作
◆プロフィールの作り方
◆友達追加・ブロックの方法
◆LINE注意事項の確認

4
日
目

L INE操作の復習
◆トーク・スタンプの使い方
◆ビデオ通話体験

Ｂクラス日程

1日目：6月 5日(水)
2日目：6月12日(水)
3日目：6月19日(水)
4日目：6月26日(水)

【14時～15時30分】
Ａクラス日程

1日目：6月 5日(水)
2日目：6月12日(水)
3日目：6月19日(水)
4日目：6月26日(水)

【10時30分～12時】

日程

内容

日本赤十字社活動
支援費（日赤社費）
及び社協会費への
ご協力を
お願いします。
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今
月
の
納
税

　
５
月
は
、
固
定
資
産
税
（
１
期
）

及
び
軽
自
動
車
税
（
全
期
）
の
納
期

で
す
。
納
税
通
知
書
を
発
送
し
て
い

ま
す
。

納
期
限　
５
月
31
日
㈮

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、
前
日

ま
で
に
口
座
へ
ご
入
金
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
】

　
税
務
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☎
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９
８

−

９
８
０
３

お

　く

　や

　み

（
3
月
届
分
）（
敬
称
略
）

濱
　
井
　
好
　
文
（
85
歳
）
鯛
　
浜

小
　
櫻
　
　
　

（
80
歳
）
中
　
村

岡
　
田
　
　
　
正
（
89
歳
）
太
郎
八
須

の
お
知
ら
せ

５
月月
５

　
令
和
５
年
度
高
齢
者
生
き
が
い
講
座
の
作
品
展
・

催
し
物
発
表
会
が
３
月
12
日
か
ら
15
日
ま
で
、
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
・
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　
恒
例
の
囲
碁
大
会
は
３
月
14
日
に
開
か
れ
ま
し
た
。

　
成
績
は
次
の
通
り
で
し
た
。
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組

優　
勝　
　
辻
村　
邦
雄　
　
４
段

準
優
勝　
　
寺
内　
武
彦　
　
４
段

３　
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林　
　
節
八　
　
４
段

　
Ｂ　
組　

優　
勝　
　
長
谷
川　
清　
　
４
段

準
優
勝　
　
林　
　
和
男　
　
４
段

３　
位　
　
眞
重　
武
治　
　
４
段

　
Ｃ　
組

優　
勝　
　
大
内
田
昭
信　
　
１
級

　
　
　
　
（
規
約
に
よ
り
初
段
に
昇
段
）

準
優
勝　
　
古
田　
宏
一　
　
６
段

３　
位　
　
上
田
富
士
雄　
　
１
級

　
な
お
、「
生
き
が
い
講
座
」
囲
碁
に
入
会
希
望
の
方

は
、
60
歳
以
上
の
町
民
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
。
棋
力
に
関
係
な
く
お
申
込
く
だ
さ
い
。

（
連
絡
先
）
北
島
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
☎
６
９
８

−

８
９
１
０

吉川 小西 坂田 水主 南 渡辺 成績 順位

吉川 ○ × ○ × ○ ３勝２敗 ３位

小西 × × × × × ５敗 ６位

坂田 ○ ○ ○ × × ３勝２敗 ４位

水主 × ○ × × × １勝４敗 ５位

南 ○ ○ ○ ○ × ４勝１敗 ２位

渡辺 × ○ ○ ○ ○ ４勝１敗 １位

１位　渡辺　信二　　２位　南　　利夫　　３位　吉川　忠志



　毎日の生活で「疲れたなぁ～」って思うこ
とや心配なこと、怒ったり・笑ったりいろい
ろな気持ちがあります。同じ立場の人同士で
おしゃべりすると気持ちが「フッ」と楽に
なったり、「スッキリ」して前向きになれた
り♪このピアサポート（仲間どうしの支えあ
い）の力を活かして、「家族支援ワーク
ショップ・おしゃべり会」を開催します。

一緒に暮らす家族にも
　　　　支援が必要な時もあります。
はじめてでも大丈夫！
自分のために時間をつくってみませんか？

開催日時　10時30分から12時まで

　　　　６月18日㈫　　９月３日㈫　
　　　　10月22日㈫　　11月26日㈫

開催場所　北島町老人福祉センター
参加対象　障がい児（者）の親・家族
　　　　　興味のある方どなたでも
参 加 費　無　料
講　　師　徳島県手をつなぐ育成会　市町村の会　おしゃべり隊
　　　　　　ファシリテーター　福井　公子 氏
申 込 先　前日までにお名前・ご連絡先を北島町社会福祉協議会

へお知らせください。
備考：全日本育成会が開発した「家族支援ワークショップ」プロ

グラムを活用します。

家族支援ワークショップ・
おしゃべり会

令
和
６
年
度

児
童
館

ア
ル
バ
イ
ト
職
員

募集

●場 所● 北島町老人福祉センター 集会室
●対 象● 町内在住の６５歳以上の方
●定 員● 各クラス 先着１２名

（AクラスもBクラスも同じ内容です。)

スマホ教室開催!!無料
北
島
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　か
ら
の
お
知
ら
せ

社
会
福
祉
法
人

お問合せ・申込先
☎698－8910
FAX698－8921

申し込みは... 5月1日(水)から、北島町社会福祉協議会で受付

講習はひとり１台、デモ機をお貸しします。

終了後、質問タイムを設けます！
操作方法など... 分からないことがあればお聞きください♪

1
日
目

基本操作
◆マップ・カメラを使ってみよう
◆Googleレンズ・音声操作の方法

2
日
目

基本操作＋α ◆Googleレンズ（QRコード）の使い方
◆YouTubeを見てみよう

3
日
目

LINE操作
◆プロフィールの作り方
◆友達追加・ブロックの方法
◆LINE注意事項の確認

4
日
目

L INE操作の復習
◆トーク・スタンプの使い方
◆ビデオ通話体験

Ｂクラス日程

1日目：6月 5日(水)
2日目：6月12日(水)
3日目：6月19日(水)
4日目：6月26日(水)

【14時～15時30分】
Ａクラス日程

1日目：6月 5日(水)
2日目：6月12日(水)
3日目：6月19日(水)
4日目：6月26日(水)

【10時30分～12時】

日程

内容

日本赤十字社活動
支援費（日赤社費）
及び社協会費への
ご協力を
お願いします。
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又
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５
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口
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応
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９
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～
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23
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㈭

ま
で
に
履
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書
を
、最
寄
り
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児
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館（
中

央
・
北
・
南
・
東
・
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）
又
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北
島
町
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会
福
祉
協
議
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
児
童
館
開
館
時
間
）

　
土
・
日
曜
日
を
除
く
、
平
日
10
時
～
18
時

45
分

　
（
火
曜
日
の
み
13
時
～
18
時
45
分
）

　
（
北
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
）

　
土
・
日
曜
日
を
除
く
、
平
日
８
時
30
分
～

17
時
15
分

【
お
問
合
せ
先
】　
北
島
中
央
児
童
館

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
９
８

−

８
８
０
１

　
　
　
　
　
　
　
（
北
島
町
中
村
字
長
池
28
）

　
毎
年
５
、
６
月
に
婦
人
会
役

員
、
民
生
委
員
、
自
治
会
役
員
、

衛
生
組
合
役
員
の
方
々
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
、
各
ご
家
庭
に

日
赤
社
費
及
び
社
協
会
費
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
日
赤
社
費
は
、
災
害
救
護
活

動
・
命
を
守
る
赤
十
字
講
習

会
・
海
外
救
援
活
動
・
社
会
福

祉
活
動
・
医
療
活
動
・
献
血
活

動
な
ど
に
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
社
協
会
費
は
、
社
会
福
祉
協

議
会
の
自
主
財
源
と
し
て
、
社

協
啓
発
事
業
・
地
域
福
祉
推
進

事
業
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
事
業
な
ど
に
使
わ
れ
て
お

り
ま
す
。

　
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
お
問
合
せ
■

社
会
福
祉
法
人　
北
島
町
社
会

福
祉
協
議
会

北
島
町
新
喜
来
字
南
古
田
88

−

１

　
　
　
☎
６
９
８

−

８
９
１
０

　
　
　
FAX
６
９
８

−

８
９
２
１



板野東部消防組合では、実際の119番通報でスマートフォンを活用した『映像通報システム』の試験運

用を行います。令和６年７月31日まで実施しています。

『映像通報システム』とは、通常の 119 番通報にスマートフォンで映像送信してもらうことで、より正確

な情報をリアルタイムに伝えることができるシステムです。

音声のみの 119 番通報では把握が難しかった現場の状況を映像で確認できるため、出動隊の効果的な現

場活動の実施、また、通報者への心肺蘇生法などの映像送信で、的確な応急手当の指導ができるため、効

果的な救命処置につなげることができます。

操作手順

【お問合せ】 板野東部消防組合消防本部 通信指令課

TEL 698-9119/FAX 697-3014/mail tsushin@itanotobu-fire.jp

『映像通報システム』の試験運用について

スマートフォンで119番通報します。
映像が必要と消防が判断した場合、
通報者に対し、映像通報システムによ
る映像送信のご協力をお願いします。

皆さんへのお願い
119番通報時、通報者の安全が確保されているのを前提と
して、映像通報システムを利用して映像の送信をお願いす
ることがあります。また、映像の送信にかかる通信料金は
通報者の負担になります。ご理解とご協力をお願いします。

　北島町人権擁護委員会では６月６日㈭に次のとおり人権相談
をお受けいたします。
　人権擁護委員は、あなたの街の相談パートナーとして、様々
な人権侵害など、皆さんの問題解決のお手伝いをしています。

○日時：６月６日㈭　13時から16時
○場所：老人福祉センター・保健相談センター
　　　　（北島町新喜来字南古田88番地１）
　女性・子ども・高齢者などをめぐる人権の問題やインター
ネット上の人権侵害などでお困りの方は、御相談ください。

◎ 相談は無料です。
◎ 難しい手続きはありません。
◎ 相談内容についての秘密は厳守します。
◎ お気軽にご相談ください。

☆電話による相談もできます☆
●みんなの人権110番
　全国共通ナビダイヤル　 0570－003－110
　人権問題全般に関する相談ダイヤルです。
　※発信地域に応じて、最寄りの人権相談所につながります。
●こどもの人権110番
　全国共通フリーダイヤル　 0120－007－110（通話料無料）
　いじめ、虐待など、子どもの人権問題に関する相談ダイヤルです。
●女性の人権ホットライン      
　全国共通ナビダイヤル 　0570－070－810
　女性の人権問題に関する相談ダイヤルです。
　※発信地域に応じて、最寄りの人権相談所につ
ながります。

●インターネットによる相談もあります
　インターネットによる人権相談を受け付けてい
ます。相談は、法務省インターネット人権相談受
付窓口の申込みフォームからお申込みください。
 　 https://www.jinken.go.jp/

６月１日は「人権擁護委員の日」です

二次元コード

インターネット
相談フォーム

６月１日は「人権擁護委員の日」です

北島童夢ドッジボールクラブは、北島町YGKドームを拠点とし、町内外様々な所から小学生が集まり練習して
います。
県大会優勝を目標に、ドッジボールを心から楽しみながらチーム一丸となって、日々の練習に励んでいます。
４月から22期新チームとしてスタートする北島童夢では、一緒に頑張る仲間を大募集しています。
１ヶ月間の無料お試し体験もあるので、お気軽に体験にきてみませんか？
いつでも、見学、体験お待ちしております！

対　　象　　小学１年生～小学６年生
練習場所　　北島小学校体育館・YGKドーム
練習時間　　木曜日：17時～19時
　　　　　　土曜日：13時～17時
　　　　　　（低学年は15時まで)
お問合せ　　北島童夢ドッジボールクラブ
事 務 局　　福永（090－7626－0833）

お気軽にお問合せください。

小学生
ドッジボールチーム 北島童夢
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◎
行
事
予
定
（
５
月
・
６
月
）

★
５
月
18
日
・
19
日

四
国
社
会
人
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
審

判
講
習
会

★
５
月
26
日

北
島
町
卓
球
大
会

★
５
月
31
日
～
６
月
３
日

徳
島
県
高
校
総
体
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
大
会

★
６
月
８
日
・
９
日

中
学
校
総
体
北
部
ブ
ロ
ッ
ク
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会

★
６
月
15
日

北
島
町
カ
ロ
ー
リ
ン
グ
大
会

★
６
月
16
日

第
32
回
夏
季
ミ
ッ
ク
ス
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
大
会

★
６
月
23
日

徳
島
県
社
会
人
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

リ
ー
グ
戦

★
６
月
29
日

第
46
回
徳
島
県
Ｕ
12
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
選
手
権
大
会

★
６
月
30
日

全
国
小
学
生
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
大
会
徳

島
県
予
選

（
注
）
同
ネ
ッ
ト
は
ハ
ン
デ
上
位

３
月
度
月
例
杯　

期
日　
３
月
１
日
㈮　
参
加
者
数
28
名

場
所　
北
島
町
中
央
グ
ラ
ウ
ン
ド

優　
勝　
関　
　
憲
二　
36
打
○ホ
１

準
優
勝　
中
村　
栄
次　
36
打
○ホ
１

第
３
位　
福
原　
茂
子　
38
打

第
４
位　
山
田　
栄
子　
39
打
○ホ
１

第
５
位　
住
田
美
代
子　
39
打
○ホ
１

お
疲
れ
様
杯

期
日　
３
月
８
日
㈮　
参
加
者
数
27
名

場
所　
北
島
町
中
央
グ
ラ
ウ
ン
ド

優　
勝　
中
村　
栄
次　
34
打
○ホ
１

準
優
勝　
原
田　
礼
子　
35
打
○ホ
２

第
３
位　
後
藤
田
廣
義　
35
打
○ホ
１

第
４
位　
髙
山　
文
生　
36
打
○ホ
１

第
５
位　
佐
々
木
幸
雄　
38
打

板
野
郡
鳴
門
市
交
流
Ｇ
Ｇ
大
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

期
日　
３
月
13
日
㈬

場
所　
松
茂
中
央
グ
ラ
ウ
ン
ド

第
３
位　
髙
畠
美
津
子　
56
打
○ホ
１

（
北
島
町
Ｇ
Ｇ
協
会
関
係
の
み
）

月
・
日

大　
会　
名　
称

参
加
数

成　
　
績

グ
ロ
ス
ネ
ッ
ト

３
・
９
３
月
度
月
例
大
会

　
場
所　
親
水
公
園
ゆ
と
り
芝
コ
ー
ス

27
名

優
勝　
　
　
　
田
村　
健
治

75

73

２
位　
　
　
　
岡
部　
一
紀

101

73

３
位　
　
　
　
中
村　
芳
正

91

78

ベ
ス
グ
ロ　
　
田
村　
健
治

75

３
・
10
第
10
回
世
羅
町
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

カ
ッ
プ
大
会

　
場
所　
芦
田
湖
Ｔ
Ｂ
Ｇ
小
谷
コ
ー
ス

67
名

上
位
入
賞
者　
　
な
し

３
・
23
３
月
度
ペ
ア
ー
マ
ッ
チ
大
会

　
場
所　
親
水
公
園
ゆ
と
り
芝
コ
ー
ス

23
名
優
勝　
井
出　
輝
久
・
阿
部
美
恵
子

70

62

２
位　
志
津　
君
子
・
山
村　
武
司

70

66

３
位　
井
向　
金
子
・
阿
部　
義
夫

85

68



板野東部消防組合では、実際の119番通報でスマートフォンを活用した『映像通報システム』の試験運

用を行います。令和６年７月31日まで実施しています。

『映像通報システム』とは、通常の 119 番通報にスマートフォンで映像送信してもらうことで、より正確

な情報をリアルタイムに伝えることができるシステムです。

音声のみの 119 番通報では把握が難しかった現場の状況を映像で確認できるため、出動隊の効果的な現

場活動の実施、また、通報者への心肺蘇生法などの映像送信で、的確な応急手当の指導ができるため、効

果的な救命処置につなげることができます。

操作手順

【お問合せ】 板野東部消防組合消防本部 通信指令課

TEL 698-9119/FAX 697-3014/mail tsushin@itanotobu-fire.jp

『映像通報システム』の試験運用について

スマートフォンで119番通報します。
映像が必要と消防が判断した場合、
通報者に対し、映像通報システムによ
る映像送信のご協力をお願いします。

皆さんへのお願い
119番通報時、通報者の安全が確保されているのを前提と
して、映像通報システムを利用して映像の送信をお願いす
ることがあります。また、映像の送信にかかる通信料金は
通報者の負担になります。ご理解とご協力をお願いします。

　北島町人権擁護委員会では６月６日㈭に次のとおり人権相談
をお受けいたします。
　人権擁護委員は、あなたの街の相談パートナーとして、様々
な人権侵害など、皆さんの問題解決のお手伝いをしています。

○日時：６月６日㈭　13時から16時
○場所：老人福祉センター・保健相談センター
　　　　（北島町新喜来字南古田88番地１）
　女性・子ども・高齢者などをめぐる人権の問題やインター
ネット上の人権侵害などでお困りの方は、御相談ください。

◎ 相談は無料です。
◎ 難しい手続きはありません。
◎ 相談内容についての秘密は厳守します。
◎ お気軽にご相談ください。

☆電話による相談もできます☆
●みんなの人権110番
　全国共通ナビダイヤル　 0570－003－110
　人権問題全般に関する相談ダイヤルです。
　※発信地域に応じて、最寄りの人権相談所につながります。
●こどもの人権110番
　全国共通フリーダイヤル　 0120－007－110（通話料無料）
　いじめ、虐待など、子どもの人権問題に関する相談ダイヤルです。
●女性の人権ホットライン      
　全国共通ナビダイヤル 　0570－070－810
　女性の人権問題に関する相談ダイヤルです。
　※発信地域に応じて、最寄りの人権相談所につ
ながります。

●インターネットによる相談もあります
　インターネットによる人権相談を受け付けてい
ます。相談は、法務省インターネット人権相談受
付窓口の申込みフォームからお申込みください。
 　 https://www.jinken.go.jp/

６月１日は「人権擁護委員の日」です

二次元コード

インターネット
相談フォーム

６月１日は「人権擁護委員の日」です
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板野東部消防組合情報公開条例の運用状況
　板野東部消防組合情報公開条例（条例第１号）第20条の規定により、
令和５年度における同条例の運用状況を次のとおり公表します。
１　情報公開の状況

２　公文書公開の請求者別内訳

３　不服申し立ての状況　　　なし

板野東部消防組合個人情報の保護に関する
法律施行条例の運用状況

　板野東部消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例（条例第１号）
第８条の規定により、令和５年度における同条例の運用状況を次のとお
り公表します。
１　開示請求の処理状況

２　開示請求の請求者別内訳

３　個人情報の訂正請求状況　　　　　なし
４　個人情報の利用中止請求の状況　　なし
５　不服申し立ての状況　　　　　　　なし

区　　分
公　　文　　書　　の　　公　　開

請　　求 処　理　の　状　況
公　　開 部分公開 非 公 開 不 受 理

件　　数 ３件 ２件 １件 ０件 ０件
※「不受理」とは、当該公文書が存在しないため、請求を受理しなかった場合をいいます。

区　　　　　　　　　　分 人　　　数
管内に住所を有する者 ３人
実施機関の事務事業に利害関係を有する者 ０人
※同時に複数の方から同一の申請のあったものについては、「１人」として計上しています。

区　　分
個　人　情　報　の　開　示

請　　求 処　理　の　状　況
開　　示 部分開示 非 開 示 請求拒否 取り下げ

件　　数 １件 ０件 １件 ０件 ０件 ０件
※１「請求拒否」とは、開示請求に係る個人情報を保有していない等のため、開示の請求書を拒否したものです。
※２「取り下げ」とは、保有個人情報の提供等により請求が取り下げられたものです。

区　　　　　分 人　　　　数
本　　　　　人 １人

代　　理　　人 法定代理人 ０人
法定代理人以外の代理人 ０人

合　　　　　計 １人
※同時に複数の方から同一の申請があったものについては「１人」として計上しています。
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み ん な の 大 切 な 人 権

北島町人権教育推進協議会　会長　久　米　利　國北島町人権教育推進協議会　会長　久　米　利　國

「する」を許さず　「される」を責めず　「傍観者」無し！！「する」を許さず　「される」を責めず　「傍観者」無し！！

 はじめに
� �やっと新型コロナの感染拡大が随分落ち着いてきたようです。今でこそ、コロナについての正確な情報や予防・対処法も
広く知られるようになりましたが、４年前の正体不明のコロナ日本上陸は､ 日本中を震撼させました。様々なデマや噂が飛
び交い、感染者や医療関係者の方等への誹謗・中傷をはじめとした差別事象は記憶に新しいと思います。

 中・高生人権交流学習会に参加して
　昨年、中・高生人権交流学習会に参加し､ いっしょに学ぶ機会をいただきました。中部ブロック（徳島市、鳴門市、名西
郡、板野郡）の中学生、高校生とその引率の先生方が集った学習会でした。中・高校生たちは「いじめについて考えよう」「学
級や学校でのいじめをなくすために、自分には何ができ、どうしたらいいのだろう」というテーマを設定し、学習会が始ま
りました。まず、いじめの構造や現れ方について学びました。

　いじめや差別の問題では､ 加害者をはじめ様々な人が登場しますが、仲裁者・反差別
者（いじめをやめさせる側の人）の働きで、いじめや差別は解決するはずです。しかし、
解決を邪魔するのは、傍観者（周りにいる人）の中に、知らんぷりや見て見ぬふりをす
る人や加害者を擁護する立場にいる人が少なくないからです。冷やかしやからかいを面
白がったり、あおったりする人が出てしまうことがあるからです。そして、いじりやい
じめが大量殺人（ジェノサイト）へと発展するというプロセスがあることも知りました。
早期に見つけ､ 解決することの大切さに気づきました。

　また、いじめや差別は、「間違った方法で自分の自己尊重や欲望をかなえようとすること、しようとすることであり、誰
かを陥れて嫌がらせをしたり困らせたりすることで､ 自分が尊重されたいという願望の代償」である。いじめや差別をする
人は「がんばった、よくやったと自分で自分を褒めてやることのできない人なんだ」ということも知りました。中・高校生
たちは、被害者・被差別者の思いに近づき、傍観者や観衆をなくし、仲裁者・反差別者の側に回れる仲間を増やすことの大
切さを学んだようです。そして、結びとして「自分を大切にするのと同じように、周りの人を大切にします」と誓い合いま
した。

 おわりに  
　上板町の庁舎階段の壁に貼られている『三つの原則』という掲示物のことを思い出しました。

「する」を許さず……差別は無条件でダメだということ
「される」を責めず…差別はされる側の問題ではなく、「差別する人がいるから」起こる
「傍観者」無し………具体的な場面に直接関わらなくても、知らんぷりや見て見ぬふりをする人・はやし立てたり、あ
　　　　　　　　　　おったりする人は差別する側の人と同じだということ

　冒頭のコロナ感染の話題に戻ってみましょう。すべての人がコロナに対する同じ不安や恐れを持ちながら、一番しんどい
思いをしていたのは､ 当事者の方だったことをしっかりと分かっての対応がほしかったと思います。病気や治療に対しての
不安・苦痛の上に、周りからの偏見や中傷の声を耳にして悩んでいたはずですから。

いじめ・差別は、何らかの理由で生じた自分の劣等感を癒やすために、相手を低く見る
ことによって「自分の優位」を回復・保持するために行われることが多い

加 害 者
（差別者）

被 害 者
（被差別者）

〈いじめ・差別 の 構 造〉

仲裁者・反差別者
（いじめ・差別はやめろ！

【 傍 観 者 】
（周りにいる人たち）

（はやし立て・あおり） （知らんぷり）
（どちらも､差別者側の立場）

いじめ・差別の３つの現れ方

見下し  （ばかにする）
排　除  （のけものにする）
無　視  （いないことにする）

冷やかし
からかい
〔いじり〕

嫌がらせ
陰　口

仲間外し
締め出し

〔意図的差別、排除〕 

暴　行
脅　迫

〔精神的・身体的危害〕

殺　害
絶　滅

〔殺　戮〕
りく
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天候等によって、イベントの日程を変更・中止する
ことがあります。
最新情報は北島町ホームページをご覧ください。
URL（https://www.town.kitajima.lg.jp/）

図書館・創世ホールからのお知らせ

図書館からのお知らせ
子どもの読書週間行事
ポイントラリー開催
期間▶４月19日㈮～５月31日㈮
内容▶「子どもの読書週間」期間恒例のポイントラリー

を開催します。
対象▶中学生以下（希望者のみ）
※ポイントの集め方※
①図書館カウンターで「スタンプカード」をもらう。
②１冊１ポイント。貸出の時にスタンプをもらう。
③10、20、30ポイントで数に応じた景品がもらえる。
＊カードは家族のものでも大丈夫ですが、子どもが来
館して自分のために借りた本のみが対象になります。
保護者が読むための本を子どもが借りてもポイント
にはなりません。
＊スタンプカードの発行は１人につき１枚です。

おはなしのへや
～かみしばいがいっぱい！～
日時▶５月11日㈯　14時～ 14時30分
会場▶２階ハイビジョンシアター
対象▶興味ある方どなたでも参加できます
　　　申込み不要・入場無料
■図書館職員によるおはなし会です。
今回はなんと！全部、紙芝居のおはなし会です！

新しく入った本
■図書館に新しく入った本の一部をご紹介します。

創世ホール　イベント情報
創世ホール名画鑑賞会vol.39
『老後の資金がありません！』
※字幕付きで上映します！
日時▶５月18日㈯　
　　　①10時30分～　②14時～（２回上映・115分）
会場▶３階多目的ホール
作品▶『老後の資金がありません！』(2021年上映作品)
出演▶天海祐希・松重豊・新川優愛　ほか
入場料▶一般・大学生　前売1,000円　当日1,300円
　※60歳以上の方は　前売・当日共1,000円
　　小中高生・障がいのある方は前売・当日共700円
主催▶創世ホール名画鑑賞会実行委員会
　　　（☎698−1100）

図書館の休館日
６　月５　月

土金木水火月日 土金木水火月日
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《一　般　書》
●Testosterone『とにかく休め！』きずな出版
●東川篤哉『博士はオカルトを信じない』ポプラ社
●つのだ由美こ『読書が苦手だった司書が教える世

界一簡単な図書館の使い方』秀和システム
●山口恵以子『山口恵以子のめしのせ食堂』小学館
●堀もとこ『悪口を言われても気にしない人の考え

方』あさ出版
●群ようこ『捨てたい人捨てたくない人』幻冬舎

《児　童　書》
●ウィルソン・リュウ『どっちが強い？ W』KADOKAWA
●とよたかずひこ『ぽっぽーきかんしゃはなさんぽ』

アリス館
●くすのきしげのり『おねえちゃんていいなぁ。』佼成出版社
●柚木麻子『マリはすてきじゃない魔女』エトセトラブックス
●noprops『青鬼12　サーカスに集う怪物たち』

PHP研究所
●成田良悟『Fate strange　Fake 9』KADOKAWA

©2021映画『老後の資金がありません！』製作委員会
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へ
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チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
咲
く
と
新
年
度
の

始
ま
り
を
感
じ
ま
す
ね
。

　
５
月
号
か
ら
町
報
も
少
し
変
わ
り
、

ペ
ー
ジ
数
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

限
ら
れ
た
紙
面
の
中
で
、
町
民
の
皆
様

に
色
々
な
情
報
を
お
届
け
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
今
後
も
「
町
報
き
た
じ
ま
」

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

町報フォトグラフィ
「着陸態勢」

中村　渡辺　　誠

カメラ　Canon EOS Kiss
レンズ　タムロン 18～270mm
絞り値　F7.1
シャッター速度　800分の 1
ISO感度　400　

撮影
データ

　飛行機の離着陸は、風上に向かっておこなうので、北西
方向の風が多い冬季は、この光景はあまり見られません。

お
よ
ろ
こ
び

⎧⎨⎩⎧⎨⎩

お
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訂
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報
き
た
じ
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、

「
北
島
町
高
齢
者
健
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く
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教
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」

の
チ
ラ
シ
に
お
い
て
、
記
載
内
容
に
一

部
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
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皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
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お
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ま
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た
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と
、
深
く
お
詫
び
申
し
あ
げ

ま
す
と
と
も
に
、
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
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